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【Ⅱ－８ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保－⑭】 

⑭ 訪問看護ステーションにおける管理者の責務の

明確化 
 

第１ 基本的な考え方 
 

提供する訪問看護の質を担保しつつ、訪問看護ステーションを効率的
に運営する観点から、管理者の責務を明確化するとともに要件を見直す。 

 
第２ 具体的な内容 
 

指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準（平成 12 年厚生省
令第 80 号）の一部を改正し、管理者の責務を明確化する。また、管理者
について、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合には、同
時に他の指定訪問看護ステーション等を管理できることとする。 

 

改 定 案 現   行 

【指定訪問看護の事業の人員及び運

営に関する基準】 

第３条 指定訪問看護事業者は、指

定訪問看護ステーションごとに専

らその職務に従事する常勤の管理

者を置かなければならない。ただ

し、指定訪問看護ステーションの

管理上支障がない場合は、当該指

定訪問看護ステーションの他の職

務に従事し、又は他の事業所、施

設等の職務に従事することができ

るものとする。 

２・３ （略） 

 

 

第三 指定訪問看護の事業の人員及

び運営に関する基準 

２ 人員に関する事項 

(2) 管理者 

  ① 基準省令第３条第１項の規

定により指定訪問看護ステー

ションに置くべき管理者は、

当該指定訪問看護ステーショ

【指定訪問看護の事業の人員及び運

営に関する基準】 

第３条 指定訪問看護事業者は、指

定訪問看護ステーションごとに専

らその職務に従事する常勤の管理

者を置かなければならない。ただ

し、指定訪問看護ステーションの

管理上支障がない場合は、当該指

定訪問看護ステーションの他の職

務に従事し、又は同一敷地内にあ

る他の事業所、施設等の職務に従

事することができるものとする。 

２・３ （略） 

 

 

第三 指定訪問看護の事業の人員及

び運営に関する基準 

２ 人員に関する事項 

(2) 管理者 

   ① 基準省令第３条第１項の規

定により指定訪問看護ステー

ションに置くべき管理者は、

当該指定訪問看護ステーショ
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ンに専従、かつ、常勤の者で

なければならないこととす

る。ただし、以下の場合であ

って、指定訪問看護ステーシ

ョンの管理上支障がない場合

は、他の職務を兼ねることが

できる。 

 

 

 

   イ （略） 

   ロ （略） 

   ハ 同一の指定訪問看護事業

者によって設置された他の

事業所、施設等の管理者又

は従業者としての職務に従

事する場合であって、当該

他の事業所、施設等の管理

者又は従業者としての職務

に従事する時間帯も、当該

指定訪問看護ステーション

の利用者へのサービス提供

の場面等で生じる事象を適

時かつ適切に把握でき、職

員及び業務に関し、一元的

な管理及び指揮命令に支障

が生じないときに、当該他

の事業所等の管理者又は従

業者としての職務に従事す

る場合（この場合の他の事

業所、施設等の事業の内容

は問わないが、例えば、管

理すべき事業所数が過剰で

あると個別に判断される場

合や、併設される入所施設

における看護業務（管理業

務を含む。）と兼務する場

合、事故発生時等の緊急時

において管理者自身が速や

かに当該指定訪問看護ステ

ーション又は利用者へのサ

ービス提供の現場に駆け付

けることができない体制と

ンに専従、かつ、常勤の者で

なければならないこととし、

例えば、同時に他の指定訪問

看護ステーション等を管理す

ることは認められないもので

あること。ただし、以下の場

合であって、指定訪問看護ス

テーションの管理上支障がな

い場合は、他の職務を兼ねる

ことができる。 

    イ （略） 

    ロ （略） 

    ハ 同一敷地内にある又は道

路を隔てて隣接する等、特

に当該指定訪問看護ステー

ションの管理業務に支障が

ないと認められる範囲内に

他の事業所、施設等がある

場合に、当該他の事業所等

の管理者又は従業者として

の職務に従事する場合（こ

の場合の他の事業所、施設

等の事業の内容は問わない

が、例えば、併設される入

所施設における看護業務

（管理業務を含む。）との

兼務は管理者の業務に支障

があると考えられるが、施

設における勤務時間が極め

て限られている職員の場合

には、例外的に認められる

場合もあり得る。） 
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なっている場合などは、管

理者の業務に支障があると

考えられる。） 

 

４ 運営に関する事項 

(14) 管理者の責務（基準省令第

20 条関係） 

基準省令第20条は、管理者の責

務について規定したものであり、

管理者の責務に関し、利用者に対

する看護やサービス提供の場面等

で生じる事象を適時かつ適切に把

握しながら、指定訪問看護の利用

の申込みに係る調整、業務の実施

状況の把握等の管理を一元的に行

い、併せて、適切な指定訪問看護

を提供できるよう、運営に関する

事項を遵守させるため必要な指揮

命令を行うものとしたものである

こと。 

 

 

 

 

４ 運営に関する事項 

(14) 管理者の責務（基準省令第

20 条関係） 

基準省令第20条は、管理者の責

務について規定したものであり、

管理者は指定訪問看護の利用の申

込みに係る調整、業務の実施状況

の把握等の管理を一元的に行い、

併せて、適切な指定訪問看護を提

供できるよう、運営に関する事項

を遵守させるため必要な指揮命令

を行うものとしたものであるこ

と。 




